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格付投資情報センター（R&I）は以下の格付を公表しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

都市再生機構（証券コード：－）

【新規】

   債券格付： AA+

【格付理由】

詳細は1月20日公表のリリースを参照してください。

https://www.r-i.co.jp/rating/search/report.html

なお、発行体は本債券に関連してR&IからESGファイナンスの評価を取得しています。詳細は下記を参照

してください。

https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html

 

（注）ESGファイナンスの評価は信用格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務です。

当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認されるこ

とを防止するための措置が法令上要請されています。

【格付対象】
.

発行者：都市再生機構

【新規】
名称 発行額 発行日 償還日 格付

第215回都市再生債券 115億円 2026年6月19日 2029年6月20日 AA+

第216回都市再生債券 105億円 2026年6月19日 2031年6月20日 AA+

第217回都市再生債券 30億円 2026年6月19日 2036年6月20日 AA+

【参考】

発行体格付：AA+　格付の方向性：安定的
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信用格付に関わる事項
格付関係者 都市再生機構

主任格付アナリスト 喜多 総治郎

信用格付を付与した日 2026年6月5日

主要な格付方法 政府系機関等の格付の考え方 [2025/12/18]

情報提供者 格付関係者

利用した主要な情報 決算書類、開示情報、格付関係者から入手した情報等

品質確保のための措置
公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保されている決算書類
であること。一般に開示された、またはそれに準じた信頼性が確保されている情報であるこ
と。格付アナリストが妥当性を判断した情報であること。

格付方法の概要
次のウェブサイトに上記格付方法及び考慮した他の格付方法をともに掲載しています。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_method.html

評価の前提
次のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/rating_grant.html

格付符号と定義
次のウェブサイトに掲載しています。
https://www.r-i.co.jp/rating/about/definition.html

信用格付の前提、意義及び限界
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性

（信用力）に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過
去・将来の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていません。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これらの情報の正確性等について独自
に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不
足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあります。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した
場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあります。

一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られて
います。

信用格付の付与について
代表して責任を有する者 後藤 潤

信用格付業者
登録番号

株式会社格付投資情報センター
金融庁長官（格付）第6号
直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。
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